
 
 

特 記 仕 様 書 
 
１．総  則     この特記仕様書は、新型コロナウイルス感染症対策のため購入する

検温カメラについて必要な事項を定めることを目的とする。 
 
２．件  名     サーマルカメラの購入 
 
３．品名及び数量   サーマルカメラ 9 台 
 
４．納入期限     令和４年３月３１日（木） 
 
５．納入場所     市川市役所第１庁舎 外２箇所 

（別紙「納入場所一覧」のとおり） 
 
６．担 当 課     市川市 財政部 管財課 
 
７．製品仕様 
（１）市庁舎出入口に設置し、来庁する市民の体温を測定することを目的とする。 
   カメラは自立式とし、来庁者がカメラの前に立ち止まり測定する想定。 
   カメラには測定結果が表示されるディスプレイが付属され、一定温度(37.5℃を想定)を 
   超える場合は音及び画面表示で警告できること。 
 
（２）その他仕様は以下とする。 

スタンド高 1050mm 以上 
スクリーンサイズ 7～8 インチ 
パネル（表示画素数振る HD） 800 × 1280pixel 10:16 以上 
パネル（輝度） 300cd/㎡ 程度 
電源・消費電力（W） DC12V、20W（MAX 消費時）程度 
使用環境条件（温度℃） -10℃以下～50℃以上 
温度検出距離 0.3m～1m 程度 
温度測定範囲 35℃～42℃ 
顔認識速度 0.3 秒（適温条件下）程度 
温度測定輝度 ±0.2℃程度 
付属品 電源アダプター、スタンド、鍵 

   ※参考製品 NEOTOKYO㈱ NEOgate（ディスペンサーなし） 
 
８．納入について 
 （１）製品保証期間は６か月以上とする。 
 （２）契約額には、搬入・組立等に係る経費を含めること。 
 （３）納入のスケジュールについては、事前に担当課と協議すること。 
 （４）納入の際に発生した梱包材は受注者が責任を持って引き取ること。 



 
 

（５） 納入する製品については、傷・汚れ、その他外観を損ねるものであってはならない。 
（６）初回稼働時に必要な消耗品を付属すること。 
（７）製品保証書、説明書が付属している場合には併せて納入すること。 
（８）取り付けが必要な機器については、担当部課職員の指示に従い取り付け作業等を行

うこと。 
（９）試運転調整、取扱説明を担当部課職員に行うこと。 
（１０）初期設定は、温度設定、音声設定、デバイス名入力を行うものとする。 

 （１１）製造会社による不都合箇所が発生した場合は、無償で取り替えるものとする。 
 （１２）納品に際しては担当課担当者および契約課職員の検収を受けるものとする。 
 （１３）「７．製品仕様」に記載の参考製品以外で、同等の品質・機能を有する製品を提案   

する場合は、質疑提出期間内に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、

担当課の承諾を得ること。 
 
９．その他 

（１）その他不明な点は、担当課担当者へ連絡し、指示を受けること。 
（２）暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 
（３）この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（物品供給契約約款

を含む）に定めるとおりとする。 
  



 
 

 
別紙 

 

納入場所一覧 
 

 
 No 納 入 先 所 在 地 納入台数 

1 
市川市役所 

第 1 庁舎 
市川市八幡 1 丁目 1 番 1 号 3 台 

2 
市川市役所 

 第 2 庁舎 
市川市南八幡 2 丁目 20 番 2 号 2 台 

3 
市川市役所 

 行徳支所 
市川市末広 1 丁目 1 番 31 号 4 台 

 全 3 箇所 9 台 


